
相談あんない
相談は無料　秘密は厳守されます ５月の日程は一部変更されています

開　設　相　談 日　　時 場　　所

火・木曜日と毎月第１・第３・第４水曜日午後１時～４時（予約制）

第１火曜日午後１時30分～３時30分

第４月曜日午前10時～正午

第２金曜日午後１時～４時（予約制）

第１・３月曜日（祝日除く）
午後１時30分～３時30分（予約制）
※5月1日は午前10時～正午も実施

月～金曜日午前９時～午後５時（電話相談も行っています）

月～金曜日午前９時～午後５時15分

火曜日午後１時30分～４時（祝日除く）
（電話相談不可・受付は午後３時まで）

第１・３火曜日午後１時～４時30分（予約制）

木曜日午後１時～４時30分（予約制）

金曜日午後１時～４時30分（予約制）

月曜日午後１時～４時30分（予約制）

木曜日午前10時～午後６時（昼１時間休憩。予約制）

第３火曜日（祝日除く）午前９時～午後４時（予約制）

オンライン 水曜日午後1時、午後2時、午後3時～の各40分（予約制）

カウンセリング（予約制）
第２・４火曜日午後１時～５時

第１日曜日午後１時～４時（予約制）

第４月曜日午後１時～３時（予約制）

月～金曜日午前9時～午後5時15分（電話相談可）祝日除く

法律相談（予約制）
第４火曜日午後１時～４時

第１～第４水曜日（祝日除く）
午前10時～正午と午後１時～３時

第１～第４木曜日（祝日除く）
午後６時～８時

月・火・水・金曜日
午前９時～午後５時（予約制・電話相談も行っています）

月～金曜日午前10時～正午、午後０時45分～４時45分（祝日を除く）
（面接相談は予約制）

問：広報・協働推進室☎99・8101

くらしサポート課☎99・8124

和泉シティプラザ南棟２階

和泉シティプラザ南棟２階
問：くらしサポート課☎99・8124

モアいずみ
（和泉シティプラザ北棟４階）

☎57・6640

モアいずみ
（和泉シティプラザ北棟４階）

☎57・7900

高齢介護室☎99・8131

社会福祉協議会☎43・7513

教育センター☎58・7163
（相談専用ダイヤル）

ゆう・ゆうプラザ
問：くらしサポート課☎99・8124

和泉シティプラザ南棟２階
問：くらしサポート課☎99・8124

南部リージョンセンター
問：くらしサポート課☎99・8124

北部リージョンセンター
問：くらしサポート課☎99・8124
くらしサポート課☎99・8124
和泉シティプラザ南棟２階

問：泉州地域若者サポートステーション
☎072・464・0002

総合医療センター（がん相談センター）
☎51・7631

くらしサポート課☎99・8124

子育て支援室☎99・8136

人権・男女参画室☎99・8207

人権・男女参画室☎99・8115

ゆう・ゆうプラザ☎30・4151
（相談専用ダイヤル）

日常生活上の法律問題、交通事故
、土地・家屋、多重債務、相続、
遺言、離婚、労働などを弁護士が

国・府などへの苦情・要望を
行政相談委員が

労災・就業規則・雇用問題な
どを社会保険労務士が

女性のかかえる問題を女性カ
ウンセラーが
女性のかかえる問題を女性弁
護士が

若者生活就労支援相談

がん治療をしながら働きたい人
にハローワーク泉大津担当者が

働く意欲がある人への相談・
職業紹介を就労支援コーディ
ネーターが

女性のかかえる問題を女性電
話相談員が

介護保険サービスの苦情を
苦情調整委員が

様ざまな人権に関する問題が
生じた場合に人権擁護委員が

日常生活・人権・進路選択・
インターネット上での誹謗中
傷を専門相談員が

あなたの悩みを
心配ごと相談員が

配偶者やパートナーからの
暴力の相談を女性相談員が

学校や家庭での教育問題を
教育相談員が

ひとり親の悩みや就労支援を
母子父子自立支援員が

法律

行政

労働

人権

教育

日常

女性問題総合

女性問題
総合電話

心配ごと

DV相談

母子父子自立支援

介護保険の苦情

就労支援

商工業者融資（産業振興室）、ひきこもり・生活の困りごと（くらしサポート課）、消費者（消費生活センター）、障がい者（障がい福祉課）、
高齢者・介護保険（高齢介護室）、消防（消防本部）、子育てなんでも（子育て支援室）
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5月4月

広報・協働推進室☎99・8101

第１金曜日午後１時～４時（予約制）

第１金曜日午後１時～３時
（予約制・相談日の２開庁日前まで）

第２金曜日午後１時～４時（予約制）

くらしサポート課
（市民相談）
☎99・8100

所得税・相続税などを税理士が

土地・家屋の相続、売買、贈与な
どの登記、商業・法人登記、多重
債務（140万円以下）などを司法
書士が

土地・家屋の測量・境界などを
土地家屋調査士が

税務

司法書士

第２水曜日午後１時～３時（予約制）日常生活をするうえで生じる契
約書、遺言、相続を行政書士が行政書士

土地家屋調査士


